
□ 車両変更
□ 登録変更
□ 車載器管理番号変更
□ 部署別（部署名変更）

変更月
（部署別）

支社部署
コード

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

ＧＳカードが発行されている場合は別途、ＧＳカード変更届をご提出ください

御連絡先  

20190401　nao

車両変更 ： 変更後の車検証・車載器セットアップ証明書
営業担当 事務受付 事務処理

車載器管理番号の変更 ： 車載器セットアップ証明書（再セットアップしたもの＝車載器情報を更新したもの）に限ります。

部署別の変更 ： 
支社・部署・課別の変更に関しましては、処理の都合上、　『毎月5日』までにお送り下さい。
ただし、変更は月単位になります。　例：8月から変更したい場合は9月5日までとなります。

　添付書類及び注意事項 組合処理欄（お客様は記入しないで下さい）

 月分より変更

車両番号 車載器管理番号 さつきカード番号 部　署　名　

　さつき工業協同組合　行　　　FAX　03　（3372）　8021　　／　　mail ： skk.ad@satuki.or.jp

年　　　　月　　　　日
※組合処理欄（お客様は記入しないでください）

さつきカード車両・部署別変更届

 

組番・組合員名 御担当者

様式 S-2C
受付No.


